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【 国 際 特 許 分 類 】
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　 Ｈ ０ １ Ｇ 4 / 4 0 　 　 　 Ａ 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｇ 2 / 0 2 １ ０ １ Ｅ 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｇ 9 / 0 5 5 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｇ 9 / 0 8 　 　 　 Ｂ 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｇ 9 / 0 8 　 　 　 Ｃ 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｇ 9 / 1 0 　 　 　 Ｆ 　 　 　
　 Ｈ ０ ５ Ｋ 3 / 4 6 　 　 　 Ｑ 　 　 　
　 Ｈ ０ ５ Ｋ 3 / 4 6 　 　 　 Ｔ 　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 6 年 1 1 月 7 日 ( 2 0 2 4 . 1 1 . 7 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 厚 み 方 向 に 直 交 す る 面 方 向 に 平 面 配 置 さ れ た 複 数 の コ ン デ ン サ 部 と 、
　 複 数 の 前 記 コ ン デ ン サ 部 の 前 記 厚 み 方 向 に 相 対 す る 両 主 面 側 か ら 複 数 の 前 記 コ ン デ ン サ  
部 を 封 止 し 、 か つ 、 絶 縁 性 材 料 で 構 成 さ れ た 封 止 部 と 、 を 備 え 、
　 前 記 封 止 部 は 、 複 数 の 封 止 層 が 前 記 厚 み 方 向 に 積 層 さ れ て な り 、
　 複 数 の 前 記 封 止 層 は 、 前 記 厚 み 方 向 に お い て 最 も 前 記 コ ン デ ン サ 部 側 に 位 置 す る 第 １ 封  
止 層 と 、 前 記 厚 み 方 向 に お い て 前 記 第 １ 封 止 層 よ り も 前 記 コ ン デ ン サ 部 と 反 対 側 に 位 置 し  
、 か つ 、 前 記 封 止 部 の 前 記 厚 み 方 向 に 相 対 す る 両 主 面 を 構 成 す る 第 ２ 封 止 層 と 、 を 含 み 、
前 記 第 １ 封 止 層 を 構 成 す る 前 記 絶 縁 性 材 料 は 、 絶 縁 性 樹 脂 及 び 無 機 フ ィ ラ ー を 含 有 し 、
前 記 第 １ 封 止 層 を 構 成 す る 前 記 絶 縁 性 材 料 に 含 有 さ れ る 前 記 無 機 フ ィ ラ ー の メ ジ ア ン 径 Ｄ
５ ０ は 、 １ ０ μ ｍ 以 下 で あ る 、 こ と を 特 徴 と す る コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 コ ン デ ン サ 部 は 、 前 記 厚 み 方 向 に 相 対 す る 両 主 面 の う ち の 少 な く と も 一 方 主 面 に 多  
孔 質 層 を 有 す る 陽 極 板 と 、 前 記 多 孔 質 層 の 表 面 上 に 設 け ら れ た 誘 電 体 層 と 、 前 記 誘 電 体 層  
の 表 面 上 に 設 け ら れ た 陰 極 層 と 、 を 有 し て い る 、 請 求 項 １ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 ２ 封 止 層 を 構 成 す る 前 記 絶 縁 性 材 料 は 、 絶 縁 性 樹 脂 を 含 有 し て い る 、 請 求 項 １ 又  
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は ２ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ 封 止 層 及 び 前 記 第 ２ 封 止 層 を 構 成 す る 前 記 絶 縁 性 材 料 は 、 互 い に 異 な る 絶 縁 性  
樹 脂 を 含 有 し て い る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 ２ 封 止 層 を 構 成 す る 前 記 絶 縁 性 材 料 は 、 無 機 フ ィ ラ ー を 更 に 含 有 し て い る 、 請 求  
項 ３ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 ２ 封 止 層 を 構 成 す る 前 記 絶 縁 性 材 料 は 、 ガ ラ ス ク ロ ス を 更 に 含 有 し て い る 、 請 求  
項 ３ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 第 ２ 封 止 層 の 前 記 厚 み 方 向 に お け る 線 膨 張 係 数 は 、 前 記 第 １ 封 止 層 の 前 記 厚 み 方 向  
に お け る 線 膨 張 係 数 よ り も 小 さ い 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 １ 封 止 層 は 、 複 数 の 前 記 コ ン デ ン サ 部 の 両 主 面 を 覆 う 第 １ 絶 縁 部 を 有 し て い る 、  
請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 封 止 部 の 両 主 面 の う ち の 一 方 主 面 側 の 領 域 に お い て 、 前 記 第 １ 封 止 層 の 前 記 第 １ 絶  
縁 部 の 前 記 厚 み 方 向 に お け る 最 大 寸 法 と 、 前 記 第 ２ 封 止 層 の 前 記 厚 み 方 向 に お け る 最 大 寸  
法 と は 、 互 い に 異 な っ て い る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 封 止 部 の 両 主 面 の う ち の 一 方 主 面 側 の 領 域 に お い て 、 前 記 第 １ 封 止 層 の 前 記 第 １ 絶  
縁 部 の 前 記 厚 み 方 向 に お け る 最 大 寸 法 は 、 前 記 第 ２ 封 止 層 の 前 記 厚 み 方 向 に お け る 最 大 寸  
法 よ り も 大 き い 、 請 求 項 ９ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 封 止 部 の 両 主 面 の う ち の 一 方 主 面 側 の 領 域 に お い て 、 前 記 第 ２ 封 止 層 の 前 記 厚 み 方  
向 に お け る 最 大 寸 法 に 対 す る 、 前 記 第 １ 封 止 層 の 前 記 第 １ 絶 縁 部 の 前 記 厚 み 方 向 に お け る  
最 大 寸 法 の 割 合 は 、 １ １ ０ ％ 以 上 で あ る 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 封 止 部 の 両 主 面 の う ち の 一 方 主 面 側 の 領 域 に お い て 、 前 記 第 １ 封 止 層 の 前 記 第 １ 絶  
縁 部 の 前 記 厚 み 方 向 に お け る 最 大 寸 法 は 、 ５ μ ｍ 以 上 で あ る 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の コ ン デ  
ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 封 止 部 の 両 主 面 の う ち の 一 方 主 面 側 の 領 域 に お い て 、 前 記 第 ２ 封 止 層 の 前 記 厚 み 方  
向 に お け る 最 大 寸 法 は 、 １ ０ ０ μ ｍ 以 下 で あ る 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 封 止 部 の 両 主 面 の う ち の 一 方 主 面 側 の 領 域 に お い て 、 前 記 第 １ 封 止 層 の 前 記 第 １ 絶  
縁 部 の 前 記 厚 み 方 向 に お け る 最 大 寸 法 に 対 す る 、 前 記 第 １ 封 止 層 の 前 記 第 １ 絶 縁 部 の 前 記  
厚 み 方 向 に お け る 最 小 寸 法 の 割 合 は 、 ５ ０ ％ 以 下 で あ る 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の コ ン デ ン サ  
ア レ イ 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 第 １ 封 止 層 は 、 複 数 の 前 記 コ ン デ ン サ 部 を 各 々 に 分 断 す る 第 ２ 絶 縁 部 を 更 に 有 し て  
い る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 第 １ 封 止 層 は 、 複 数 の 前 記 コ ン デ ン サ 部 の 各 々 を 前 記 厚 み 方 向 に 貫 通 す る 第 ３ 絶 縁  
部 を 更 に 有 し て い る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 コ ン デ ン サ 部 及 び 前 記 封 止 部 を 前 記 厚 み 方 向 に 貫 通 す る ス ル ー ホ ー ル 導 体 を 更 に 備  
え て い る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の コ ン デ ン サ ア レ イ 。
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